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台東区都市計画マスタープラン策定委員会 第 4回資料 

台東区都市計画マスタープランの検討経緯について 

 

１ 策定の背景 

 「台東区都市計画マスタープラン」は都市計画法に基づき、台東区の都市計画に関する基本的な

方針を定めるもので、おおむね 20年後を目標とするまちの将来像やまちづくりの方針などを示す。 

 現行プランは策定（H18 年 6 月）から 10 年余りが経過し、その間、「東京都都市計画区域マス

タープラン」等の上位・関連計画の改定や様々な社会情勢の変化等が見受けられる。 

 これらの状況を踏まえ、将来を見据えた計画的なまちづくりを推進するため、新たな「都市計

画マスタープラン」を策定する。 

 

２ 検討体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 策定委員会における検討経緯 
日時 会議 議事 

平成 28年 

8月 10日 

（水） 

第１回 

台東区都市計画マ

スタープラン策定

委員会 

＜都市計画マスタープランの方向性について＞ 

 都市計画マスタープランの策定経緯と目的、検討体制、スケジ

ュールの確認を行い、改定の方向性の検討、まちづくり施策の

新たな展開などについて検討。 

 台東区の将来都市像に関する調査の概要を報告。 

平成 28年 

10月 14日 

（金） 

第 2回 

台東区都市計画マ

スタープラン策定

委員会 

＜地域別整備方針について＞ 

 地域区分について確認し、地域別整備方針のうち、谷中地域、

浅草・中部地域、根岸・入谷地域、上野地域における地域整備

の方針について検討。 

 台東区の将来都市像に関する調査結果を報告。 

平成 28年 

12月 27日 

（火） 

第 3回 

台東区都市計画マ

スタープラン策定

委員会 

＜地域別整備方針について＞ 

 地域別整備方針のうち、上野地域（第 2回策定委員会の続き）、

北部地域、南部地域における地域整備の方針について検討。 

＜都市計画マスタープラン骨子の方向性について＞ 

 土地利用の分類や骨子の構成について、作業方針の確認。 

平成 29年 

3月 22日 

（水） 

第 4回 

台東区都市計画マ

スタープラン策定

委員会 

＜都市計画マスタープラン骨子について＞ 

 骨子の内容についての検討。 

 将来都市構造、土地利用方針の改定の進め方、重点地区の選定

について検討。 

 

４ 検討スケジュール 

平成 28年度：検討開始、区民意識調査、策定委員会で骨子の検討 

平成 29年度：骨子公表、区民懇談会、検討委員会で素案の検討 

平成 30年度：素案作成、パブリックコメント、都市計画マスタープラン策定 

 

都市計画審議会 

策定委員会 

学識経験者 4 名、区内ま

ちづくり団体代表 5 名、

台東区職員 2名で構成 

庁内検討会 

都市づくり部長、土木担当

部長、庁内関係部課長で構

成 

作業部会 

都市計画課長、庁内関係係

長で構成 
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